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  フリーランスの産前産後・ 

  育児中保険料 

 

 

◆フリーランスで働く方の保険料免除創設 

 国民健康保険に加入している方は今まで産

前産後の保険料減免の制度はありませんでし

た。働き方の多様化で自営業、フリーランスの

方も増えている背景に加え子育て世代の支援

も必要なことから国民健康保険においても産

前産後期間の保険料の減免が行われることに

なりました。保険料は出産予定日(出産日)の

前月（多胎妊娠は 3か月前）から翌々月まで

の 4か月間（多胎の場合は 6か月間）免除さ

れます。 

 所得割額と均等割額が対象になります。  

本人に対する所得制限はありません。適用は

令和 6年 1月 1日からです。 

 例えば令和 5年 11月に出産した方は令和 

6年 1月のみの保険料、令和 5年 12月に出

産した方は令和 6年 1月と 2月の保険料が免

除となります。 

 国民年金保険料については平成 31年 4月

より産前産後期間の免除制度が施行されてい

ます。免除となる期間は健康保険と同様で

す。 

 

◆国民健康保険と企業の健康保険との違い 

 会社に雇用されている労働者については健

康保険や厚生年金保険に加入しているのが

一般的です。 

 健康保険の被保険者であれば出産手当金

の支給を受けることができます。産前産後期

間中、給与を受けない場合に月額給与の概

ね 3分の 2が受給できます。しかし国民健康

保険ではこのような制度は市町村や組合の 

任意給付とされているので出産手当金は支給されな

いケースが多いようです。 

 また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業

期間(原則として産後 8週間の翌日から子が 1歳の誕

生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国

民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制

度はなく保険料免除もありません。 

 さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用

保険の被保険者でないので育児休業給付金（休業

開始前給与の約 67％、半年経過後は 50％支給）も

支給されません。このように会社員とは違いがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

yasukouchi@skc.ne.jp 


